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岐 阜 労 働 局 

 

 

多治見公共職業安定所における紹介状の誤交付について 

 

 

 岐阜労働局（局長 本間之輝）は、多治見公共職業安定所（所長 児玉祐三。以下

「多治見所」という。）における紹介状の誤交付について、下記のとおり当該事案を

確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。 

 

記 

 

１ 事実経過等 

（１）多治見所において、求職者Ａさん（以下「Ａさん」という。）に、誤って作成

した求職者Ｂさん（以下「Ｂさん」という。）の名前が記載された紹介状を誤交

付する事案が発生した。 

    ＊「紹介状」には、Ｂさんの名前及び求職番号が記載されている。 

（２）平成２８年１月２２日多治見所職業紹介部門担当の職員Ｘは、Ａさんに紹介状

を作成し交付する際、Ｂさんの相談時に使用したハローワークシステム画面を消

去せず使用して、Ｂさんの名前の記載された紹介状を誤って作成し、確認をしな

いままＡさんに交付した。 

（３）同日、職員Ｘは、Ａさんの相談記録をハローワークシステムに入力しようとし

たところ、紹介記録がなく、Ｂさんの名前で誤って紹介状を作成・交付したこと

が分かった。この時点で、紹介状の誤交付が発覚した。 

（４）同日、上席職業指導官はＡさん宅を訪問し、誤交付した経過説明と謝罪を行い、

理解を得た上で、誤交付した紹介状を回収し、改めてＡさんの名前・求職番号の

記載された紹介状を手交した。 

（５）同日、庶務課長はＢさんに電話にて経過説明を行い、訪問して謝罪したい旨申

し出たところ、訪問は必要ないとの返答があり、謝罪についても理解を得た。 

 

２ 再発防止策 

（１）多治見所においては、同月２５日に緊急幹部会議を開催し、所長から本事案の

経過説明及び個人情報の適切な管理・取扱いの徹底について指示した。 

また、各課及び部門の長から全職員及び非常勤職員へ、事案の説明をするとと

もに、誤交付防止のための書類作成時の確認、交付時の確認の徹底を含め、改め

て個人情報漏えい防止の徹底など注意喚起を行った。 

（２）岐阜労働局においては、同月２６日に職業安定課長から管下公共職業安定所長

へ事案の概要を通知し、個人情報の漏えい防止に努めるよう指示を行った。 
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